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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（３０）の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出する走行状態算出部（
２１）と、
　自車両の前方に存在する物標を検出する物標検出部（２３）と、
　前記物標検出部が検出した前記物標について、移動方向と、大きさと、移動速度と、前
記自車両を基準とする前記物標の位置と、を含む前記物標の状態を算出する物標状態算出
部（２４）と、
　前記物標が前記自車両の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体（３５）で
あるか否かを判別する横移動体判別部（２５）と、
　前記横移動体判別部によって前記物標が前記横移動体であると判別された場合に、前記
自車両が前記横移動体に衝突するか否かを判定する衝突判定部（２７）と、
　前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移動体に衝突すると判定された場合に、設
定された一定の減速度となるように前記自車両のブレーキを自動的に制御する衝突回避制
御部（２８）と、を備え、
　前記衝突回避制御部は、（ｉ）前記横移動体が前記自車両の移動進路である自車両進路
（３２）を通過する横移動体通過時間と、（ｉｉ）前記自車両が前記横移動体の移動進路
である横移動体進路（３７）に到達する自車両到達時間と、に基づいて、前記自車両が前
記横移動体進路に到達する前に前記横移動体が前記自車両進路を通過するための前記ブレ
ーキの作動時期を算出し、算出した前記作動時期に到達したときに前記ブレーキを作動さ



(2) JP 6593354 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

せ、
　前記衝突回避制御部は、前記横移動体通過時間と前記自車両到達時間とが同じ時間とな
るように前記作動時期を算出する、衝突回避装置（２０）。
【請求項２】
　自車両（３０）の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出する走行状態算出部（
２１）と、
　自車両の前方に存在する物標を検出する物標検出部（２３）と、
　前記物標検出部が検出した前記物標について、移動方向と、大きさと、移動速度と、前
記自車両を基準とする前記物標の位置と、を含む前記物標の状態を算出する物標状態算出
部（２４）と、
　前記物標が前記自車両の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体（３５）で
あるか否かを判別する横移動体判別部（２５）と、
　前記横移動体判別部によって前記物標が前記横移動体であると判別された場合に、前記
自車両が前記横移動体に衝突するか否かを判定する衝突判定部（２７）と、
　前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移動体に衝突すると判定された場合に、設
定された一定の減速度となるように前記自車両のブレーキを自動的に制御する衝突回避制
御部（２８）と、を備え、
　前記衝突回避制御部は、（ｉ）前記横移動体が前記自車両の移動進路である自車両進路
（３２）を通過する横移動体通過時間と、（ｉｉ）前記自車両が前記横移動体の移動進路
である横移動体進路（３７）に到達する自車両到達時間と、に基づいて、前記自車両が前
記横移動体進路に到達する前に前記横移動体が前記自車両進路を通過するための前記ブレ
ーキの作動時期を算出し、算出した前記作動時期に到達したときに前記ブレーキを作動さ
せ、
　前記衝突回避制御部は、前記ブレーキを作動させてから前記一定の減速度に到達するま
でのジャークを考慮して、前記ジャークを考慮しない場合よりも前記ブレーキの作動時間
が長くなるように前記作動時期を算出する、衝突回避装置（２０）。
【請求項３】
　請求項１に記載の衝突回避装置であって、
　前記衝突回避制御部は、
　　前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移動体に衝突すると判定された判定時点
から前記ブレーキを作動させた場合における、前記ブレーキを作動させてから前記自車両
が停止するまでの自車両停止時間を算出し、
　　前記作動時期に到達した場合における前記ブレーキを作動させている期間である作動
時間が、前記自車両停止時間よりも長いことを満たした場合には、前記作動時期に拘わら
ず前記自車両が前記横移動体進路の手前で停止できる停止時期に到達したときに前記ブレ
ーキを作動させる、衝突回避装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の衝突回避装置であって、
　前記衝突判定部は、前記自車両が前記横移動体進路を通過する自車両通過時間が、前記
横移動体が前記自車両進路に到達する横移動体到達時間以下であるという条件と、前記横
移動体通過時間が前記自車両到達時間以下であるという条件とのいずれの条件も満たさな
い場合に、前記自車両が前記横移動体に衝突すると判定する、衝突回避装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の衝突回避装置であって、
　前記衝突回避制御部は、前記物標状態算出部が前記物標の状態を算出できない算出不可
状態であると判定したときは、前記作動時期に拘わらず前記算出不可状態であると判定し
たときから前記ブレーキを作動させる、衝突回避装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の衝突回避装置であって、
　前記物標状態算出部は、前記物標の移動方向に沿った長さを算出できない場合は、前記
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自車両が備えるミリ波センサが取得した反射波に基づいて前記移動方向に沿った長さを推
定して前記物標の状態を算出する、衝突回避装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の衝突回避装置であって、
　前記反射波の反射強度が第１の値のときに前記物標状態算出部によって推定される前記
長さに比べ、前記反射強度が前記第１の値よりも弱い第２の値のときに前記物標状態算出
部によって推定される前記長さの方が小さい、衝突回避装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の衝突回避装置であって、
　前記衝突回避制御部は、
　　前記物標状態算出部が前記長さを推定した場合は、前記一定の減速度を第１減速度に
設定し、
　　前記長さが推定された時点よりも後に前記物標状態算出部が前記長さを算出した場合
であり、かつ、前記算出した長さが前記推定した長さよりも長い場合は、前記一定の減速
度を前記第１減速度よりも高い第２減速度に設定する、衝突回避装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の衝突回避装置であって、
　前記衝突回避制御部は、前記物標の種類に応じて、前記一定の減速度を変更する、衝突
回避装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の衝突回避装置であって、
　前記物標の種類は、自動車と自転車と歩行者とを含み、
　前記衝突回避制御部は、前記自動車、前記自転車、前記歩行者のうちで、前記物標が前
記自動車の場合に前記一定の減速度を最も高く設定し、前記物標が前記歩行者の場合に前
記一定の減速度を最も低く設定する、衝突回避装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両と横移動体との衝突を回避するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両の前方の物標を検出し、検出した物標が自車両の進行方向と直交する方向
に移動する横移動体である場合において、衝突予測時間が所定の閾値よりも小さいときに
、ブレーキを自動的に作動させる衝突回避装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１０２６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術において、自車両の横移動体への衝突を回避するために、必要以上に早いタ
イミングでブレーキが自動的に作動する場合があった。よって、衝突回避装置において、
適切なタイミングでブレーキを自動的に作動させる技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
［形態１］自車両（３０）の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出する走行状態
算出部（２１）と、自車両の前方に存在する物標を検出する物標検出部（２３）と、前記
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物標検出部が検出した前記物標について、移動方向と、大きさと、移動速度と、前記自車
両を基準とする前記物標の位置と、を含む前記物標の状態を算出する物標状態算出部（２
４）と、前記物標が前記自車両の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体（３
５）であるか否かを判別する横移動体判別部（２５）と、前記横移動体判別部によって前
記物標が前記横移動体であると判別された場合に、前記自車両が前記横移動体に衝突する
か否かを判定する衝突判定部（２７）と、前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移
動体に衝突すると判定された場合に、設定された一定の減速度となるように前記自車両の
ブレーキを自動的に制御する衝突回避制御部（２８）と、を備え、前記衝突回避制御部は
、（ｉ）前記横移動体が前記自車両の移動進路である自車両進路（３２）を通過する横移
動体通過時間と、（ｉｉ）前記自車両が前記横移動体の移動進路である横移動体進路（３
７）に到達する自車両到達時間と、に基づいて、前記自車両が前記横移動体進路に到達す
る前に前記横移動体が前記自車両進路を通過するための前記ブレーキの作動時期を算出し
、算出した前記作動時期に到達したときに前記ブレーキを作動させ、前記衝突回避制御部
は、前記横移動体通過時間と前記自車両到達時間とが同じ時間となるように前記作動時期
を算出する、衝突回避装置（２０）。
［形態２］自車両（３０）の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出する走行状態
算出部（２１）と、自車両の前方に存在する物標を検出する物標検出部（２３）と、前記
物標検出部が検出した前記物標について、移動方向と、大きさと、移動速度と、前記自車
両を基準とする前記物標の位置と、を含む前記物標の状態を算出する物標状態算出部（２
４）と、前記物標が前記自車両の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体（３
５）であるか否かを判別する横移動体判別部（２５）と、前記横移動体判別部によって前
記物標が前記横移動体であると判別された場合に、前記自車両が前記横移動体に衝突する
か否かを判定する衝突判定部（２７）と、前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移
動体に衝突すると判定された場合に、設定された一定の減速度となるように前記自車両の
ブレーキを自動的に制御する衝突回避制御部（２８）と、を備え、前記衝突回避制御部は
、（ｉ）前記横移動体が前記自車両の移動進路である自車両進路（３２）を通過する横移
動体通過時間と、（ｉｉ）前記自車両が前記横移動体の移動進路である横移動体進路（３
７）に到達する自車両到達時間と、に基づいて、前記自車両が前記横移動体進路に到達す
る前に前記横移動体が前記自車両進路を通過するための前記ブレーキの作動時期を算出し
、算出した前記作動時期に到達したときに前記ブレーキを作動させ、前記衝突回避制御部
は、前記ブレーキを作動させてから前記一定の減速度に到達するまでのジャークを考慮し
て、前記ジャークを考慮しない場合よりも前記ブレーキの作動時間が長くなるように前記
作動時期を算出する、衝突回避装置（２０）。
【０００６】
　本発明の一形態によれば、衝突回避装置（２０）が提供される。この衝突回避装置は、
自車両（３０）の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出する走行状態算出部（２
１）と、自車両の前方に存在する物標を検出する物標検出部（２３）と、前記物標検出部
が検出した前記物標について、移動方向と、大きさと、移動速度と、前記自車両を基準と
する前記物標の位置と、を含む前記物標の状態を算出する物標状態算出部（２４）と、前
記物標が前記自車両の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体（３５）である
か否かを判別する横移動体判別部（２５）と、前記横移動体判別部によって前記物標が前
記横移動体であると判別された場合に、前記自車両が前記横移動体に衝突するか否かを判
定する衝突判定部（２７）と、前記衝突判定部によって前記自車両が前記横移動体に衝突
すると判定された場合に、設定された一定の減速度となるように前記自車両のブレーキを
自動的に制御する衝突回避制御部（２８）と、を備え、前記衝突回避制御部は、（ｉ）前
記横移動体が前記自車両の移動進路である自車両進路（３２）を通過する横移動体通過時
間と、（ｉｉ）前記自車両が前記横移動体の移動進路である横移動体進路（３７）に到達
する自車両到達時間と、に基づいて、前記自車両が前記移動体進路に到達する前に前記横
移動体が前記自車両進路を通過するための前記ブレーキの作動時期を算出し、算出した前
記作動時期に到達したときに前記ブレーキを作動させる。
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【０００７】
　上記形態の衝突回避装置によれば、横移動通過時間と自車両到達時間とに基づいてブレ
ーキの作動時期を算出し、算出した作動時期に到達したときにブレーキを作動させている
。これにより、衝突回避装置は、必要以上に早いタイミングでブレーキが自動的に作動す
ることを抑制できるので、適切なタイミングでブレーキを自動的に作動させることができ
る。
【０００８】
　本発明は、衝突回避装置の他に種々の形態で実現することも可能である。例えば、本発
明は、衝突回避装置の制御方法、衝突回避装置の制御方法を実行させるためのプログラム
、衝突回避装置を備える車両等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の衝突回避装置を備える衝突回避システムのブロック図である。
【図２】衝突回避装置を備える車両を説明するための図である。
【図３】衝突回避システムが実行する衝突回避処理の処理フローである。
【図４】横移動体通過時間と自車両到達時間とを説明するための図である。
【図５】自車両通過時間と横移動体到達時間とを説明するための図である。
【図６】自車両から横移動体進路までの距離と経過時間との関係を示す図である。
【図７】第２実施形態における衝突回避処理の処理フローである。
【図８】第３実施形態における記憶部のブロック図である。
【図９】第３実施形態における衝突回避処理の処理フローである。
【図１０】減速度設定の処理フローである。
【図１１】第３実施形態における衝突回避処理の処理フローである。
【図１２】第４実施形態における衝突回避処理の処理フローである。
【図１３】一定の減速度と時間との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
Ａ．第１実施形態：
　図１および図２に基づき、衝突回避システム１０の構成を説明する。自車両３０に搭載
される衝突回避システム１０は、センサ部１１と、衝突回避装置としてのＥＣＵ２０とを
備える。センサ部１１とＥＣＵ２０とは車内ネットワークにより接続している。
【００１１】
　センサ部１１は、ミリ波センサ１２と、画像センサ１４と、車速センサ１６と、ヨーレ
ートセンサ１８とを備える。ミリ波センサ１２は、図２に示すとおり、自車両３０の前部
に取り付けられている。ミリ波センサ１２は、ＦＭＣＷ方式のいわゆる「ミリ波レーダ」
として構成されており、周波数変調されたミリ波帯のレーダ波を送受信する。ミリ波セン
サ１２がミリ波を送信する範囲は、自車両３０の前方に存在する物標（例えば、他の車両
、歩行者、自転車等）を含むことができる範囲である。自車両３０の前方は、真正面に加
え、右前方および左前方も含む。
【００１２】
　画像センサ１４は、図２に示すとおり、フロントシールド３１の上端付近に取り付けら
れている。画像センサ１４は、周知の構成を有するカメラであり、自車両３０の前方の風
景を撮像できる。画像センサ１４の撮像範囲は、自車両３０の前方に存在する物標を含む
ことができる範囲である。
【００１３】
　車速センサ１６（図１）は、自車両３０の移動速度のデータを取得する。ヨーレートセ
ンサ１８は、自車両３０の回転角速度のデータを取得する。センサ部１１が取得した各種
データは、ＥＣＵ２０に送信される。
【００１４】
　ＥＣＵ２０は、記憶部２９および図示しないＣＰＵを備える。ＥＣＵ２０は、記憶部２



(6) JP 6593354 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

９に記憶されている制御プログラムを実行することにより後述する衝突回避処理を実行す
る。記憶部２９は、ＲＯＭやＲＡＭなどの周知の構成を有している。図１には、ＣＰＵに
よって実行される制御プログラムを機能的に示している。ＥＣＵ２０は、自車両３０が備
えるブレーキ４０およびステアリング１０９と車内ネットワークにより接続されている。
また、記憶部２９には自車両３０の長さや横幅などの自車両３０に関する情報と、後述す
る衝突回避制御部２８によって用いられる予め設定された減速度２９０が記憶されている
。
【００１５】
　ＥＣＵ２０は、ＣＰＵが実行するプログラムとして、走行状態算出部２１と、物標検出
部２３と、物標状態算出部２４と、横移動体判別部２５と、衝突判定部２７と、衝突回避
制御部２８とを備える。
【００１６】
　走行状態算出部２１は、自車両３０の移動方向および移動速度を含む走行状態を算出す
る。自車両３０の移動方向は、静止系（道路面）に対する自車両３０の移動方向（自車両
移動方向）であり、周知の方法で算出できる。
【００１７】
　物標検出部２３は、ミリ波センサ１２が取得したレーダ波である反射波に基づいて、自
車両３０の前方に存在する物標を検出する。なお、物標検出部２３は、画像センサ１４が
取得したデータである撮像画像や、撮像画像と反射波との双方のデータに基づいて自車両
３０の前方に存在する物標を検出してもよい。
【００１８】
　物標状態算出部２４は、ミリ波センサ１２および画像センサ１４から取得したデータに
基づいて、物標検出部２３が検出した物標の状態を算出する。物標の状態は、物標の移動
方向、大きさ、移動速度と、自車両３０を基準とする物標の位置とを含む。物標状態算出
部２４は、自車両３０を基準とする物標の相対的な移動方向を算出し、自車両移動方向と
、物標の相対的な移動方向とを用いて静止系に対する物標の移動方向（物標移動方向）を
算出する。物標の大きさは、少なくとも物標移動方向に沿った長さ（物標長さ）と、物標
移動方向と鉛直方向とに直交する方向に沿った長さ（物標幅）を含む。なお、物標幅は、
道路を移動すると想定される物標のうち、想定される最大幅を算出値として予め設定して
もよい。例えば、最大幅は、道路を走行できる自動車の最大幅であってもよい。
【００１９】
　横移動体判別部２５は、自車両移動方向と物標移動方向とに基づいて、物標が自車両３
０の移動方向と垂直な方向の移動成分をもった横移動体であるか否かを判別する。具体的
には、横移動体判別部２５は、自車両移動方向と物標移動方向とが成す角度が９０度であ
る場合、或いは９０度付近である場合に、物標が横移動体であると判別する。
【００２０】
　衝突判定部２７は、横移動体判別部２５によって物標が横移動体であると判別された場
合に、自車両３０が横移動体に衝突するか否かを判定する。この判定内容については後述
する。
【００２１】
　衝突回避制御部２８は、衝突判定部２７によって自車両３０が横移動体に衝突すると判
定された場合に、記憶部２９に設定された一定の減速度となるようにブレーキ４０を自動
的に制御する。また、衝突回避制御部２８は、自車両３０が横移動体の移動進路である横
移動体進路に到達する前に横移動体が自車両進路の移動進路である自車両進路を通過する
ためのブレーキ４０の作動時期を算出する。また衝突回避制御部２８は、算出した作動時
期に到達したときにブレーキを作動させる。作動時期の算出方法については後述する。
【００２２】
　図３～図６を用いて、衝突回避システム１０が実行する第１実施形態の衝突回避処理を
説明する。衝突回避処理は、ブレーキ４０が自動的に作動するまでの期間において、所定
時間ごとに繰り返し実行される。図３～図６では、横移動体３５の例である自動車３５（
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図４）が直交する２つの道路５１，５２の一方の道路５２を移動し、自車両３０が他方の
道路５１を移動する例を説明する。なお、横移動体３５は、自動車に限られず、自車両３
０の移動方向と垂直な方向に移動する他の物体（例えば、自転車、歩行者）であってもよ
い。また、図６において、縦軸は自車両３０の前端３０ｆと横移動体進路３７までの距離
Ｄａを示し、横軸は経過時間ｔを示す。また、図６において、実線はブレーキ４０を自動
的に作動させないときの距離Ｄａと経過時間ｔとの関係であり、一点鎖線はブレーキ４０
を自動的に作動させたときの距離Ｄａと経過時間ｔとの関係である。
【００２３】
　図３に示すように、物標検出部２３は、自車両３０の前方に位置する物標を検出する（
ステップＳ８）。物標検出部２３によって物標が検出されない場合は、本ルーチンにおけ
る衝突回避処理は終了し、所定時間後に再びステップＳ８が実行される。物標検出部２３
によって物標が検出された場合は、走行状態算出部２１は自車両３０の走行状態を算出す
る（ステップＳ１０）。また、物標状態算出部２４は、物標の状態を算出する（ステップ
Ｓ１２）。
【００２４】
　次に、横移動体判別部２５は、物標が横移動体３５であるか否かを判別する（ステップ
Ｓ１７）。横移動体判別部２５によって物標が横移動体３５でないと判別された場合（ス
テップＳ１７：Ｎｏ）は、本ルーチンにおける衝突回避処理は終了する。横移動体判別部
２５によって物標が横移動体３５であると判別された場合（ステップＳ１７：ＹＥＳ）は
、衝突判定部２７は、自車両３０が横移動体３５に衝突するか否かを判定する衝突判定処
理を実行する。
【００２５】
　具体的には、衝突判定部２７は、ステップＳ１０およびステップＳ１２の算出結果を用
いて、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時間Ｔｃａとを算出する（ステップＳ１８）
。横移動体通過時間Ｔｔｂは、現時点から横移動体３５が自車両３０の移動進路である自
車両進路３２を通過するまでの時間である。つまり、図４に示すように、横移動体通過時
間Ｔｔｂは、現時点から横移動体３５の後端３５ｒが、自車両進路３２を通り抜けるまで
の時間である。図４に示すように、自車両到達時間Ｔｃａは、実線で示す現時点の自車両
３０が点線で示す自車両３０の位置、すなわち横移動体３５の移動進路である横移動体進
路３７に到達するまでの時間である。つまり、自車両到達時間Ｔｃａは、現時点から自車
両３０の前端３０ｆが横移動体進路３７に到達するまでの時間である。
【００２６】
　また、衝突判定部２７は、ステップＳ１０およびステップＳ１２の算出結果を用いて、
横移動体到達時間Ｔａｂと自車両通過時間Ｔｔａを算出する（ステップＳ２０）。図５に
示すように、横移動体到達時間Ｔａｂは、実線で示す現時点の横移動体３５が、点線で示
す横移動体３５の位置、すなわち自車両進路３２に到達するまでの時間である。つまり、
横移動体到達時間Ｔａｂは、現時点から横移動体３５の前端３５ｆが自車両進路３２に到
達するまでの時間である。図５に示すように、自車両通過時間Ｔｔａは、実線で示す現時
点の自車両３０が、点線で示す自車両３０の位置、すなわち自車両３０が横移動体進路３
７を通過するまでの時間である。つまり、自車両通過時間Ｔｔａは、現時点から自車両３
０の後端３０ｒが、横移動体進路３７を通り抜けるまでの時間である。
【００２７】
　次に、衝突判定部２７は、ステップＳ１８およびステップＳ２０で算出した各種時間を
用いて自車両３０が横移動体３５に衝突するか否を判定する（ステップＳ２２）。具体的
には、衝突判定部２７は以下の２つの条件（ａ），（ｂ）をいずれも満たさない場合に、
自車両３０が横移動体３５に衝突すると判定し、条件（ａ），（ｂ）の少なくとも一方を
満たす場合に、自車両３０が横移動体３５に衝突しないと判定する。
　＜条件＞
　（ａ）自車両通過時間Ｔｔａが横移動体到達時間Ｔａｂ以下であること。
　（ｂ）横移動体通過時間Ｔｔｂが自車両到達時間Ｔｃａ以下であること。
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【００２８】
　ステップＳ２２において、自車両３０が横移動体３５に衝突しないと判定された場合（
ステップＳ２２：Ｎｏ）は、本ルーチンにおける衝突回避処理は終了し、所定時間後に再
びステップＳ８が実行される。ステップＳ２２において、自車両３０が横移動体３５に衝
突すると判定された場合（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、衝突回避制御部２８は自車両３０
の横移動体３５への衝突を回避するために、ブレーキ４０の作動時期Ｔｂｓおよび作動時
間Ｔｂｔを算出する（ステップＳ２４）。作動時期Ｔｂｓおよび作動時間Ｔｂｔは、横移
動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時間Ｔｃａとに基づいて算出される。本実施形態では、
作動時間Ｔｂｔは、図６に示すように、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時間Ｔｃａ
とが同じ時間となるように以下の式を用いて算出される。下記式（１）において、作動時
間Ｔｂｔ以外は既知であるので、作動時間Ｔｂｔが算出できる。
【００２９】
　Ｖ３０×Ｔｂｔ＋｛（ＶＤ×Ｔｂｔ２）／２｝＝Ｖ３０×｛Ｔｂｔ－（Ｔｔｂ－Ｔｃａ
）｝　　　・・・式（１）
　ここで、Ｖ３０は自車両３０の移動速度であり、ＶＤは記憶部２９に記憶された一定の
減速度である。
【００３０】
　作動時期Ｔｂｓは、自車両３０と横移動体３５との相対距離がゼロとなる時間である衝
突予測時間ＴＴＣの第１閾値である。つまり、衝突予測時間ＴＴＣが式（２）で算出した
第１閾値（作動時期Ｔｂｓ）に到達したときに、衝突回避制御部２８はブレーキ４０を自
動的に作動させる。衝突予測時間ＴＴＣは、以下の式（３）を用いて衝突回避制御部２８
によって所定時間ごとに算出される。
【００３１】
　Ｔｂｓ＝〔Ｖ３０×Ｔｂｔ＋｛（ＶＤ×Ｔｂｔ２）／２｝〕／Ｖ３０　　　・・・式（
２）
　ＴＴＣ＝Ｄａ／Ｖ３０　　　・・・式（３）
【００３２】
　また、衝突回避制御部２８は、自車両停止時間Ｔｓｔと停止時期Ｔｂｖとを算出する（
ステップＳ２６）。自車両停止時間Ｔｓｔは、衝突判定部２７によって自車両３０が横移
動体３５に衝突すると判定された判定時点から記憶部２９に記憶された一定の減速度でブ
レーキ４０を作動させた場合における、ブレーキ４０を作動させてから自車両３０が停止
するまでの時間である。自車両停止時間Ｔｓｔは、以下の式（４）を用いて算出できる。
　Ｖ３０＋ＶＤ×Ｔｓｔ＝０　　　・・・式（４）
【００３３】
　停止時期Ｔｂｖは、自車両３０が横移動体進路３７の手前で停止するためにブレーキ４
０を作動させる時期であり、衝突予測時間ＴＴＣの第２閾値である。つまり、衝突予測時
間ＴＴＣが第２閾値（停止時期Ｔｂｖ）に到達したときに、衝突回避制御部２８はブレー
キ４０を作動させる。停止時期Ｔｂｖは、以下の式（５）を用いて衝突回避制御部２８に
よって算出される。
　Ｔｂｖ＝〔Ｖ３０×Ｔｓｔ＋｛（ＶＤ×Ｔｓｔ２）／２｝〕／Ｖ３０　　・・・式（５
）
【００３４】
　次に衝突回避制御部２８は、作動時間Ｔｂｔが自車両停止時間Ｔｓｔよりも長いか否か
を判定する（ステップＳ２８）。衝突回避制御部２８は、作動時間Ｔｂｔが自車両停止時
間Ｔｓｔよりも長いと判定した場合（ステップＳ２８：Ｙｅｓ）、作動時期Ｔｂｓに拘わ
らず停止時期Ｔｂｖに到達したときにブレーキ４０を作動させる（ステップＳ３０）。こ
れにより、横移動体３５の手前で自車両３０が停止する。
【００３５】
　衝突回避制御部２８は、作動時間Ｔｂｔが自車両停止時間Ｔｓｔ以下であると判定した
場合（ステップＳ２８：Ｎｏ）は、作動時期Ｔｂｓに到達したときにブレーキ４０を作動
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させる（ステップＳ３２）。これにより、自車両３０が横移動体進路３７に到達する前に
横移動体３５が自車両進路３２を通過できる。
【００３６】
　上記第１実施形態によれば、衝突回避制御部２８は、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両
到達時間Ｔｃａとに基づいてブレーキ４０の作動時期Ｔｂｓを算出し、算出した作動時期
Ｔｂｓに到達したときにブレーキ４０を自動的に作動させている（図３のステップＳ２４
、ステップＳ３２）。これにより、必要以上に早いタイミングでブレーキが自動的に作動
することを抑制でき、適切なタイミングでブレーキを自動的に作動させることができる。
特に第１実施形態では、衝突回避制御部２８は、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時
間Ｔｃａとが同じ時間となるように作動時期Ｔｂｓを算出する。これにより、必要以上に
早いタイミングで自動的にブレーキが作動することをより抑制でき、より適切なタイミン
グでブレーキを自動的に作動させることができる。また上記第１実施形態によれば、作動
時間Ｔｂｔが自車両停止時間Ｔｓｔよりも長い場合は、衝突回避制御部２８は作動時期Ｔ
ｂｓに拘わらず停止時期Ｔｂｖに到達したときにブレーキ４０を自動的に作動させる（図
３のステップＳ３０）。これにより、必要以上に早いタイミングでブレーキ４０が自動的
に作動することをより一層抑制できる。
【００３７】
　また上記第１実施形態によれば、衝突判定部２７は、自車両通過時間Ｔｔａが横移動体
到達時間Ｔａｂ以下であるという条件と、横移動体通過時間Ｔｔｂが自車両到達時間Ｔｃ
ａ以下であるという条件とのいずれの条件も満たさない場合に、自車両３０が横移動体３
５に衝突すると判定する（図３のステップＳ２２）。これにより、自車両３０が横移動体
３５に衝突する可能性が低い場合において、ブレーキ４０を自動的に作動させることを抑
制できる。
【００３８】
Ｂ．第２実施形態：
　図７を用いて衝突回避システム１０が実行する第２実施形態の衝突回避処理を説明する
。第１実施形態の衝突回避処理と異なる点は、新たにステップＳ１３ａ，ステップＳ１３
ｂが実行される点であり、その他のステップについては第１実施形態と同一内容である。
よって、第２実施形態において、第１実施形態と同一内容のステップには第１実施形態の
ステップと同一符号を付すと共に適宜説明を省略する。
【００３９】
　ステップＳ１２の後に、衝突回避制御部２８は、物標状態算出部２４が物標の状態を算
出できたか否かを判定する（ステップＳ１３ａ）。例えば、自車両３０と物標との間に障
害物が存在したり、雨が降っていたりしたりすることで、ミリ波センサ１２および画像セ
ンサ１４から取得したデータに基づいて、物標状態算出部２４が安定して物標の状態（例
えば、大きさや移動速度）を算出できない場合がある。
【００４０】
　衝突回避制御部２８は、物標状態算出部２４が物標の状態を算出できない算出不可状態
であると判定したとき（ステップＳ１３ａ：Ｎｏ）は、作動時期Ｔｂｓに拘わらず算出不
可状態であると判定したときからブレーキ４０を自動的に作動させる（ステップＳ１３ｂ
）。
【００４１】
　上記第２実施形態の衝突回避処理によれば、上記第１実施形態の衝突回避処理が奏する
効果に加え、以下の効果を奏する。すなわち、衝突回避制御部２８は算出不可状態である
と判定したときにブレーキ４０を作動させることで、自車両３０が物標に衝突する可能性
をより低減できる。
【００４２】
Ｃ．第３実施形態：
　図８～図１０を用いて衝突回避システム１０が実行する第３実施形態の衝突回避処理を
説明する。図９および図１０において、第１実施形態の衝突回避処理（図３）と同一内容
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のステップについては第１実施形態のステップと同一符号を付すと共に適宜説明を省略す
る。第３実施形態において、ＥＣＵ２０の記憶部２９には、一定の減速度２９０に代えて
、長さ推定テーブル２９２と減速度テーブル２９４とが記憶されている。
【００４３】
　長さ推定テーブル２９２（図８）は、反射強度（ｄＢ）と物標の移動方向に沿った物標
の推定長さとが一意に定められている。物標状態算出部２４は、長さ推定テーブル２９２
と、ミリ波センサ１２から取得した反射波の反射強度とに基づいて物標長さを推定する。
具体的には、反射強度が「高」の場合、物標長さは第１長さであると推定され、反射強度
が「弱」の場合、物標長さは第１長さよりも小さい第２長さであると推定される。第１長
さは物標が自動車である場合に想定される値に設定され、第２長さは物標が歩行者である
場合に想定される値に設定される。
【００４４】
　物標状態算出部は、ミリ波センサ１２が取得した反射波の反射強度が、所定の閾値以上
である場合に反射強度が「高」と判定し、所定の閾値未満である場合に反射強度が「弱」
と判定する。なお、判定手法は上記に限られず、例えば、ミリ波センサ１２が取得した反
射波の反射強度が、第１範囲である場合に反射強度が「高」と判定され、第１範囲の値よ
りも弱い値である第２範囲である場合に反射強度が「弱」と判定されてもよい。以上のよ
うに、反射波の反射強度が第１の値のときに物標状態算出部２４によって推定される第１
長さに比べ、反射強度が第１の値よりも弱い第２の値のときに物標状態算出部２４によっ
て推定される第２長さの方が小さい。
【００４５】
　減速度テーブル２９４には、値が異なる２つの減速度が記憶されている。第１減速度は
、物標状態算出部２４が長さ推定テーブル２９２を参照して物標の長さを推定した場合に
用いられる減速度である。第２減速度は、推定した物標長さよりも後に物標状態算出部２
４が物標長さを算出できた場合であり、かつ、算出した物標長さが推定した物標長さより
も長い場合に用いられる減速度である。第２減速度は第１減速度よりも高く設定されてい
る。例えば、第２減速度は－８（ｍ／ｓ２）になるように設定され、第１減速度は－４（
ｍ／ｓ２）に設定されている。
【００４６】
　図９に示すように、ステップＳ１０の後に、ミリ波センサ１２および画像センサ１４か
ら取得したデータに基づいて物標状態算出部２４が物標長さを算出できない場合は（ステ
ップＳ１２ａ：Ｎｏ）、ステップＳ１２ｃを実行する。物標長さを算出できない場合とし
て、例えば、画像センサ１４の撮像領域外に物標の一部が位置することで、撮像画像中に
物標が部分的にしか撮像されていない場合がある。ステップＳ１２ｃでは、物標状態算出
部２４は、ミリ波センサ１２が取得した反射波に基づいて物標長さを推定して物標の状態
を算出する。具体的には、物標状態算出部２４は、ミリ波センサ１２が取得した反射波の
反射強度と長さ推定テーブル２９２（図８）とを用いて物標長さを推定する。また物標状
態算出部２４は、推定した物標長さを用いて物標の状態を算出する。
【００４７】
　一方で、物標状態算出部２４はミリ波センサ１２および画像センサ１４から取得したデ
ータに基づいて物標長さを算出できる場合は（ステップＳ１２ａ：Ｙｅｓ）、ミリ波セン
サ１２および画像センサ１４から取得したデータを用いて物標長さを含む物標の状態を算
出する（ステップＳ１２ｂ）。
【００４８】
　衝突回避制御部２８は、物標状態算出部２４が物標長さを推定した場合（ステップＳ１
２ｃ）は、一定の減速度を第１減速度に設定する（ステップＳ１４）。一方で、衝突回避
制御部２８は、物標状態算出部２４が物標長さを算出した場合（ステップＳ１２ｂ）は、
図１０に示す減速度設定工程（ステップＳ１５）を実行する。
【００４９】
　まず、衝突回避制御部２８は、前回のルーチンにおける衝突回避処理において物標長さ
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が推定されたか否かを判定する（ステップＳ１５ａ）。物標長さが推定されていないと判
定した場合（ステップＳ１５ａ：Ｎｏ）は、一定の減速度を第１減速度に設定する（ステ
ップＳ１５ｄ）。物標長さが推定されていたと判定した場合（ステップＳ１５ａ：Ｙｅｓ
）、本ルーチンにおいてステップＳ１２ｂによって算出した物標長さが、前回ルーチンに
おいてステップＳ１２ｃによって推定した物標長さよりも長いか否かを判定する（ステッ
プＳ１５ｂ）。衝突回避制御部２８は、算出した物標長さが、推定した物標長さよりも長
いと判定した場合（ステップＳ１５ｂ：Ｙｅｓ）、一定の減速度を第２減速度に設定する
（ステップＳ１５ｃ）。一方で、衝突回避制御部２８は、算出した物標長さが、推定した
物標長さよりも長くないと判定した場合（ステップＳ１５ｂ：Ｎｏ）、一定の減速度を第
１減速度に設定する（ステップＳ１５ｄ）。なお、ステップＳ１５ａにおいて、「Ｎｏ」
であると判定された場合、ステップＳ１５ｄに代えてステップＳ１５ｃを実行してもよい
。
【００５０】
　以上のように、衝突回避制御部２８は、物標状態算出部２４が物標長さを推定した場合
、一定の減速度を第１減速度に設定する（ステップＳ１２ｃ）。また、衝突回避制御部２
８は、物標長さが推定された時点よりも後に物標状態算出部２４が物標長さを算出した場
合であり、かつ、算出した長さが推定した物標長さよりも長い場合は、一定の減速度を第
１減速度よりも高い第２減速度に設定する（ステップＳ１５ｃ）。これにより、第３実施
形態の衝突回避処理は、上記第１実施形態の衝突回避処理が奏する効果に加え、自車両３
０が物標に衝突する可能性をより低減できる。
【００５１】
Ｄ．第４実施形態：
　図１１および図１２を用いて衝突回避システム１０が実行する第４実施形態の衝突回避
処理を説明する。第１実施形態の衝突回避処理と異なる点は、新たにステップＳ１６ａ，
ステップＳ１６ｂが実行される点である。その他のステップについては第１実施形態と同
一内容である。よって、第４実施形態において、第１実施形態と同一内容のステップには
第１実施形態のステップと同一符号を付すと共に適宜説明を省略する。
【００５２】
　図１１に示すように、ＥＣＵ２０の記憶部２９には、減速度２９０に代えて、設定テー
ブル２９５が記憶されている。設定テーブル２９５は、物標の種類（自動車、自転車、歩
行者）と、衝突回避制御部２８が用いる一定の減速度とが一意に定められている。物標の
種類が「自動車」である場合、衝突回避制御部２８は、ブレーキ４０に用いる一定の減速
度を自動車用減速度に設定する。物標の種類が「自転車」である場合、衝突回避制御部２
８は、ブレーキに用いる一定の減速度を自転車用減速度に設定する。物標の種類が「歩行
者」である場合、衝突回避制御部２８は、ブレーキに用いる一定の減速度を歩行者用減速
度に設定する。３つの減速度のうちで、自動車用減速度が最も高く、歩行者用減速度が最
も低い。例えば、自動車用減速度は－８（ｍ／ｓ２）に設定され、自転車用減速度は－６
（ｍ／ｓ２）に設定され、歩行者用減速度は－４（ｍ／ｓ２）に設定される。
【００５３】
　図１２に示すように、ステップＳ１２の次に、物標状態算出部２４はミリ波センサ１２
のデータと画像センサ１４のデータとを統合してフュージョンデータを生成し、フュージ
ョンデータを用いて物標の種類を特定する（ステップＳ１６ａ）。衝突回避制御部２８は
、ステップＳ１１ａで特定した物標の種類と、設定テーブル２９５とを参照して減速度を
設定する（ステップＳ１６ｂ）。設定された減速度は、ステップＳ２４における作動時期
Ｔｂｓおよび作動時間Ｔｂｔの算出と、衝突回避処理におけるブレーキ４０の制御に用い
られる。なお、ステップＳ１６ａおよびステップＳ１６ｂの処理は、作動時期Ｔｂｓおよ
び作動時間Ｔｂｔを算出するステップ（ステップＳ２４）の前までに実行されればよい。
【００５４】
　上記のように、第３実施形態の衝突回避処理において、衝突回避制御部２８は物標の種
類に応じて、一定の減速度を変更する（ステップＳ１６ａ）。これにより、第１実施形態
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の衝突回避処理が奏する効果に加え以下の効果を奏する。すなわち、衝突回避制御部２８
は、物標の種類に応じて一定の減速度を変更することで、物標の種類に応じた減速度によ
って衝突回避処理を実行できる。例えば、物標の種類が自動車、自転車、歩行者のうちで
、一般に自転車の移動速度が最も高く、歩行者の移動速度が最も低いと想定される。よっ
て、横移動体の想定される移動速度が高いほど減速度を高く設定できる。
【００５５】
Ｅ．変形例：
Ｅ－１．第１変形例：
　上記各実施形態では、衝突回避制御部２８はブレーキ４０の作動時期Ｔｂｓおよび作動
時間Ｔｂｔを一定の減速度を用いて算出していたが、一定の減速度に到達するまでのジャ
ーク（減減速度）を考慮して作動時期Ｔｂｓおよび作動時間Ｔｂｔを算出してもよい。図
１３に示すように、ジャークに起因して、ブレーキ４０の種類や性能によってブレーキ４
０を作動させてから一定の減速度に到達するまで一定の時間（設定到達時間）ｔｋを要す
る。よって、衝突回避制御部２８は、ジャークを考慮してジャークを考慮しない場合より
もブレーキ４０の作動時間Ｔｂｔが長くなるように作動時期Ｔｂｓを算出してもよい。つ
まり、衝突回避制御部２８は、ジャークを考慮しない場合よりもジャークを考慮した場合
の方が、作動時間Ｔｂｔが長くなるように、上記式（１）～（３）を用いて算出した作動
時期Ｔｂｓを補正する。つまり、衝突回避制御部２８は、上記式（１）～（３）を用いて
算出した作動時期に正の補正値を加えることで補正後の作動時期Ｔｂｓを算出する。正の
補正値は、例えば設定到達時間ｔｋであってもよいし、設定到達時間ｔｋよりも小さい値
であってもよい。第１変形例によれば、自車両３０の横移動体３５への衝突を回避するた
めに、ブレーキ４０の作動時期Ｔｂｓをより適切に設定できる。
【００５６】
Ｅ－２．第２変形例：
　上記第３実施形態において、物標長さはミリ波センサの強弱によって推定していたが、
これに限定されるものではない。例えば、自動車の前輪および後輪からの反射波を検出し
て、前輪および後輪の反射波の位置によって物標長さを推定してもよい。具体的には、反
射波を用いて前輪および後輪の距離を算出し、算出した距離に補正値（例えば、１．０～
２．０ｍ）を加えて物標長さを推定してもよい。
【００５７】
Ｅ－３．第３変形例：
　上記第１実施形態から第４実施形態の２つ以上の実施形態を組み合わせて衝突回避処理
を実行してもよい。第２実施形態に第４実施形態を組み合わせてもよいし、第３実施形態
に第４実施形態を組み合わせてもよい。
【００５８】
　Ｅ－４．第４変形例：
　上記各実施形態では、衝突回避制御部２８は、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時
間Ｔｃａとが同じ時間となるように作動時期Ｔｂｓを算出していたが、これに限定される
ものではない。作動時期Ｔｂｓは、必要以上に早いタイミングとならない範囲で算出して
もよい。例えば、衝突回避制御部２８は、横移動体通過時間Ｔｂｓに正の通過補正値を加
算し、加算後の時間と自車両到達時間Ｔｃａとが同じ時間となるように作動時期を算出し
てもよい。正の通過補正値は、自車両３０が横移動体進路３７に到達する前に、横移動体
３５がより確実に自車両進路３２を通過できる値であってもよい。例えば、正の通過補正
値は、０．３ｍ～１．５ｍの範囲のいずれかの距離を、横移動体の移動速度で除した値で
あってもよい。
【００５９】
Ｅ－５．第５変形例：
　上記各実施形態の衝突回避処理では、ステップＳ２８およびステップＳ３０の処理を有
していたが、省略してもよい。すなわち、衝突回避制御部２８はステップＳ２６の後に、
ステップＳ２８を実行することなく、ステップＳ３２を実行してもよい。このようにして
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も、衝突回避制御部２８は、横移動体通過時間Ｔｔｂと自車両到達時間Ｔｃａとに基づい
てブレーキ４０の作動時期Ｔｂｓを算出し、算出した作動時期Ｔｂｓに到達したときにブ
レーキ４０を自動的に作動させている。これにより、必要以上に早いタイミングで自動的
にブレーキが作動することを抑制でき、より適切なタイミングでブレーキを自動的に作動
させることができる。
【００６０】
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成す
るために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特
徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能で
ある。
【符号の説明】
【００６１】
　２０…ＥＣＵ、２１…走行状態算出部、２３…物標検出部、２４…物標状態算出部、２
５…横移動体判別部、２７…衝突判定部、２８…衝突回避制御部、３０…自車両、３０ｆ
…前端、３０ｒ…後端、３２…自車両進路、３５…横移動体、３５ｆ…前端、３５ｒ…後
端、３７…横移動体進路

【図１】 【図２】
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